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復旧に向けて第2章

災害廃棄物が山積みされた道路に車列が続く真備町中心部＝7月12日、真備町川辺

災害廃棄物を撤去するボランティアの方々＝
７月１７日

災害廃棄物を回収する自衛隊や他自治体の
方々＝7月20日

国道４８６号沿いに積み上げられた災害廃棄物を
撤去する自衛隊＝７月１９日

避難所で被災者の話に耳を傾ける安倍晋三首相＝７月１１日13時
20分ごろ、岡田小学校

全国から寄せられた支援物資の集積・配送の拠点となった真備総
合公園体育館＝７月１９日

小田川左岸（箭田地区）の緊急復旧工事が完了＝７月２１日

小田川小田川

高馬川高馬川

第
１
章

第
２
章

第
３
章

16



写真で振り返る

国からのプッシュ型支援によるクーラー設置や、紙管・白布によりプライベート空間を確保した避難所＝７月２０日、薗小学校

8月3日に着工、9月8日に入居開始したコンテナハウス型
の柳井原仮設団地への入居＝9月22日

避難所における保健師の健
康管理活動＝10月9日

８月６日に着工、９月１６日に入居開始した二万仮設団地
の建設状況＝8月20日

自衛隊により設けられた仮設風呂＝７月１９日真備総合公園体育館に移転した市真備支所
＝7月16日

保健医療チームによる健康相談＝７月２０日、薗
小学校

防衛省のチャーター船「はくおう」による支援
＝8月3日

真備町各地で給水支援を行う自衛隊＝７月２０
日、真備町岡田

船穂小学校体育館で行われた、学生による炊
き出し＝８月９日
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復旧に向けて第2章

天皇、皇后両陛下が被災者を見舞われた＝９月１４日
被災していた市真備支所の全業務再開に合わせて懸
垂幕を掲示＝8月16日

被災した7つの学校園が他の学校の校舎などで合同保育・授業を再開。写真右はスクールバスで通学する生徒たち＝9月3日

被災者支援を担う「市真備支え合いセンター」を市真備支
所内に開所＝１０月1日全国から寄せられた支援物資を被災者に提供＝９月２８日、市真備支所

まきびの里保育園が仮園舎で運動会を実施＝11月24日 青 と々した稲が育つ水田＝令和元年９月２０日、真備町尾崎
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写真で振り返る

川辺小学校が元の校舎で授業を再開＝令和２年１月８日

箭田幼稚園が元の園舎で授業を再開＝令和２
年２月１８日

真備中学校が元の校舎で授業を再開＝令和２
年３月2日

市真備支え合いセンターの見守り連絡員によ
る仮設住宅への戸別訪問

小田川の決壊箇所の本復旧が完了＝令和元年6月14日、真備町箭田

平成３０年７月豪雨災害の第１回倉敷市追悼式＝令和元年７月６日、
市真備支所

柳井原小学校で開かれた小田川合流点付替え事業の着工式＝
令和元年6月16日

災害の記憶を後世に伝える石碑を市真備支所玄関前に建立。除幕式が
行われた＝令和元年７月６日

小田川小田川
高馬川高馬川
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平成２８年熊本地震等で
休憩施設等として活用さ
れた例があったため、市で
は全国で初めて応急仮設
住宅として採用した。

避難所・仮設住宅
復旧に向けて第2章

　7月6日に避難所を開設。ピーク時には最大72カ所の避難所を開設し、
避難者数は5,000人を超えた。避難所運営・支援にあたっては、他自治体
や多くの民間団体などの方々にご支援をいただいた。仮設住宅は建設型を
6カ所計266戸整備し、借上型（みなし）には最大3,030世帯が入居された。

200人規模の避難所に2,000人以上の方が
避難＝７月７日、岡田小学校

　7月6日11時30分に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、市内30カ所の避難所を開設した。その後も、避難情報
の対象区域の拡大や避難勧告・避難指示（緊急）の発令に伴い、避難所を順次開設。ピーク時に、避難所の開設数
は72カ所、避難者数は5,000人を超えた。ライフラインの復旧や仮設住宅の整備とともに開設数は減少し、約5カ月
後、12月13日早朝に最後の避難者が退所したことにより、全ての避難所を閉鎖した。

1避難所

■避難所の状況

7/7、7/8の避難者数は推計値を含む

　開設数（最大）　72カ所（７月７日）
　閉鎖日　１２月１３日

■避難者の状況
　避難者数（最大）　約５,５００人（７月７日）

■避難所の環境整備
　避難所環境向上のため、全ての避難所に段ボール
ベッドを設置するとともに、避難者のプライバシーを
確保するため、建築家の坂茂氏の協力により「紙の間
仕切りシステム」（長さ2ｍの紙管を組み立てたフ
レームに布をかけたパーティション）も導入した。

2仮設住宅
　応急仮設住宅を迅速に提供するため、プレハブ建築協会、岡山県建築工事業協会、岡山県宅地建物取引業協会、
岡山県不動産協会、地権者等にご協力いただくとともに、県と協議を進め、借上型（みなし）仮設住宅を7月17日
から、建設型仮設住宅は7月31日からそれぞれ申し込みの受け付けを開始した。
　建設型仮設住宅は、9月末までに6カ所計266戸を整備し、借上型（みなし）仮設住宅には、12月に最大で3,030戸
8,167人が入居した。また、市営・県営の公営住宅や国家公務員宿舎の空き住戸についても、借上型（みなし）仮
設住宅の提供開始と同時期に提供を始めた。

段ボールベッド・間仕切りの設置 避難所の情報共有コーナー・郵便ポストの設置

トレーラーハウス（木造）型仮設住宅の整備（柳井原仮設団地）

ペット同伴者専用の避難所も設けた

■避難所・避難者数の推移
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避難所・仮設住宅

名称 構造 着工 完成 入居開始 供与終了戸数

1柳井原仮設団地 トレーラーハウス（木造） 8月3日 9月7日 9月8日 令和３年９月51

2二万仮設団地 プレハブ造 8月6日 9月15日 9月16日 令和４年９月25

3真備総仮設団地 プレハブ造 8月6日 9月20日 9月21日 令和４年７月80

4岡田仮設団地 木造 8月13日 9月27日 9月28日 令和３年７月25

5みその仮設団地 木造 8月14日 9月28日 9月29日 令和３年８月32

6市場仮設団地 プレハブ造 8月23日 9月29日 9月30日 令和４年１月53

■建設型仮設住宅

■市内外に点在する仮設住宅

 1～6 …建設型仮設住宅
 ● ………市内外に点在する借上型（みなし）仮設住宅
　  ………市境

■借上型（みなし）仮設住宅
　７月１７日入居受付開始、令和５年７月５日供与終了
　入居者（最大）　３,０３０戸、８,１６７人

4 岡田仮設団地〈木造〉 5 みその仮設団地〈木造〉 6 市場仮設団地〈プレハブ造〉

1 柳井原仮設団地〈トレーラーハウス（木造）〉 2 二万仮設団地〈プレハブ造〉 3 真備総仮設団地〈プレハブ造〉

■借上型（みなし）仮設住宅入居世帯数・人数推移
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被災家屋から戸棚を運び出すボランティア＝7月19日、真備町有井

　復旧の段階に応じて被災者支援の内容が変化
していくため、市職員が各避難所や災害対策本
部と連絡調整するなど対応し、支援が必要な被
災者とマッチングした。また、市災害ボラン
ティアセンター内に、支援を必要とする被災者
のニーズと全国からの支援の申し出をマッチン
グする窓口（被災者生活支援班）を設置したほ
か、直接、現地に足を運んでボランティアの作
業内容についてニーズ調査を行った。

工夫したポイント

　発災直後の自衛隊、消防、警察、国土交通省等による救助・応急活動を
はじめ、全国の自治体・関係機関・個人からの物的・人的支援、そして、全
国からの延べ約7万7,000人にのぼるボランティアの活動が被災地の復旧
を後押しした。 全国から駆け付けたボランティアの皆さま。1日

のボランティア参加者が2,000人を超える日も
あった＝平成30年7月、倉敷市玉島の災害ボ
ランティアセンター

全国から寄せられた支援
復旧に向けて第2章

被災場所へ向かうボランティア＝7月17日、真備町箭田

　市では、7月11日に玉島地区の中国職業能力開発大
学校の協力をいただき、「倉敷市災害ボランティアセ
ンター※」を設置した。同日から、被災場所へのボラ
ンティア派遣が開始され、膨大な量の災害廃棄物の搬
出や家屋の床剝がしなど、さまざまな活動に従事いた
だき、令和2年3月31日に閉鎖されるまで、延べ約7万
7,000人のボランティアが活動した。

　市災害ボランティアセンターは、市社会福祉協議会
が中心となって運営を行ったが、1日最大2,000人超の
ボランティアを受け入れるため、県内外の社会福祉協
議会、民間ボランティア団体、NPO、県警察などさ
まざまな関係機関により支えられた。
　そして、市内の地区社協、民生委員、愛育委員、企
業、地元住民など多くの方々が、ボランティアの受け
付け・送り出し、資材の洗浄をはじめとするさまざま
なボランティア支援に連日従事してくださった。
　さらに、多くの企業・団体等の皆さまも、直接現地
に入り、ボランティアとして活動していただいた。

1ボランティア活動

※平成31年4月1日に「まび復興支援ボランティアセンター」に改名し、
旧真備保健福祉会館内に移転

■まび復興支援ボランティアセンター

延べ約77,000人
活動人数

■ボランティア活動者数（平成30年7月～平成31年3月）
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全国から寄せられた支援

TEC-FORCEによる排水作業＝7月8日、真備町川辺救助活動の様子＝7月8日､二万橋付近

2救助・応急活動

自衛隊・警察・消防団による人命救助・検索活動の様子

全国から駆け付けたボランティア。写真右下はボランティアへの感謝を伝えるために設置したボード

　災害発生直後から、自衛隊、消防、警察などにより迅速な人命救助・行方不明者の捜索が行われた。自衛隊は、
8月17日に撤収するまで、延べ2万人を超える人員と多くの車両・重機で、発災直後の人命救助・道路啓開をはじ
め、給水支援や入浴支援、物資輸送、災害廃棄物の撤去などの災害復旧活動に従事した。消防は、県内応援隊およ
び緊急消防援助隊の応援を受け人命救助活動等に、消防団も人命救助・検索・警戒パトロール活動に従事した。
　国土交通省からは、現地情報連絡員が派遣され、被害状況の把握を行うとともに、TEC-FORCE（国土交通省緊
急災害対策派遣隊）として、全国から排水ポンプ車23台、照明車11台が集結。7月8日13時ごろから24時間体制で排
水作業を開始し、11日までに宅地・生活道路の浸水がおおむね解消された｡
　また、復旧作業にあたっては、災害時協定に基づき対応を要請した岡山県建設業協会やTEC-FORCEにより、ま
ず道路のがれきや土砂を撤去する道路啓開作業が行われた。
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復旧に向けて第2章

全国から駆け付けた自治体職員に、避難所の運営や災害廃棄物の搬
出業務などに従事していただいた

全国から寄せられた大変多くの支援物資

　全国の自治体から避難所運営業務、物資支援、応
急給水活動、り災証明関係業務、災害廃棄物搬出な
どさまざまな業務で応援していただいた。　

3他自治体からの支援

　発災直後、市長から直接の支援要請を行い、全国市
長会や中核市市長会をはじめとする全国の自治体や、
市内の繊維事業者・企業の方々から、飲料水、非常
食、毛布、衣類、タオル、衛生用品、携帯トイレなど
緊急に必要な生活用品や、軍手、タオル、スコップ、
土のう袋、ブルーシートなど被災家屋の復旧・清掃作
業に必要な用品を提供していただいた。そして、全国
の個人・企業・団体の方々からも持参あるいは郵送に
より、大変多くの支援物資を提供していただいた。

4物的支援

短期応援職員
　10月までに、延べ2万2,920人・日と非常に多くの短
期応援職員を派遣していただき、り災証明に関する事
務や避難所の運営などの業務に従事していただいた。

　10月から令和3年3月にかけては、中長期応援職員
派遣として、26自治体、50人の職員に3カ月～1年半
の中長期にわたって、公共施設の復旧や災害廃棄物
の処理などの復旧・復興に関わる重点課題業務に従
事していただいた。

中長期応援職員

発災直後の7月8日、全国市長会、中核市市長会からの支援物資が続 と々到着

■短期応援職員派遣

236
派遣自治体数

延べ22,920人・日
派遣人数

■中長期応援職員派遣（3カ月～1年半）

26
派遣自治体数

50人
派遣人数
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市保健所2階に設置したKuraDROに、多くの保健医療関係者が集まった

活動の調整本部が設置された市保健所に入る救護班

　浸水した家屋の2階や屋根の上で助けを求める住民の救
助には、自衛隊や消防・警察等をはじめとした公的機関の
ほかにも、市民や地元企業、NPO団体等が、個人等の所
有や借り上げたボートやカヤック、水上バイク等で懸命に
救助活動を行い、多くの住民の命を救っていただいた。

7市民や地元企業、 
　 NPO団体などによる救助活動

　7月7日から、市保健師を避難所に配置して健康管理活
動を行うとともに、市では倉敷市連合医師会、岡山県医
師会、日本赤十字社等の全面協力を得て、保健と医療と
福祉を合わせて支援を行う「倉敷地域災害保健復興連絡
会議」（通称：KuraDRO※）を市保健所内に8日に立ち上
げて対応にあたった。DMAT※等多くの医療チームによ
る避難所での診療、検診、看護師による夜間帯の避難所
巡回、歯科医師会による口腔衛生の啓発、市保健所には
薬剤師会による臨時薬局も開設された。
　13日からは、市保健師が中心となって真備地区全戸把握
事業を開始し、9月10日までに全世帯の99％以上の8,840世
帯を訪問した。

※KuraDRO（クラドロ） ： Kurashiki Disaster Recovery Organization
※DMAT（災害派遣医療チーム） ： Disaster Medical Assistance Team

　岡山弁護士会は、「災害時における法律相談業務に関す
る協定」を平成29年3月に市と締結していたことから、平
成30年7月豪雨災害発生直後から、被災者向け無料法律相
談を開催し、約100日間の実施、延べ約600件にものぼる相
談（災害ADR※、自然災害債務整理ガイドラインに基づく
債務整理など）に応じていただいた。また、日本弁護士連
合会や岡山県司法書士会、岡山県行政書士会等にも、無料
相談等の支援をしていただいた。

6弁護士会等の活動

　被災された方々を支援するため、多くの義援金を全国か
らお寄せいただいた。市に寄せられた義援金をはじめ、日
本赤十字社や県を通じた義援金を含めた総額は110億9,340
万6,324円となり、市災害義援金配分委員会により、被害
の程度に応じて配分された。
　また、被災者支援等に支出する費用への支援金として、個
人、自治体、企業等から市に対して53億3,379万8,854円（令
和6年3月31日現在）の寄付が寄せられ、被災者住宅の再建
支援や児童の通学支援、図書館等公共施設の災害復旧、ま
びふれあい公園の整備事業などに活用させていただいた。

8義援金・支援金

5保健・医療活動

義援金

110億9,340万6,324円

市災害義援金配分委員会により、
被害の程度に応じて第1次分から第1２次分まで配分

（令和6年5月終了）

支援金

53億3,379万8,854円

被災者住宅の再建支援や児童の通学支援、
図書館等公共施設の災害復旧などに活用

（令和6年3月31日現在）

全国から寄せられた支援

市民の方々による救助活動（真備町箭田）

豪雨災害に関する弁護士無料相談会※災害時の裁判外紛争解決手続
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災害廃棄物の処理
復旧に向けて第2章

　約34万3,000㌧の災害廃棄物が発生し、8月25日までに真備地区
内からの撤去がおおむね完了し、約1年11カ月をかけて処理を完了し
た。被災家屋等は、合計で2,603件の公費解体と自費解体を行った。

国道486号沿いには、奥行10ｍ、高さ４ｍの災害廃棄
物が約４ｋｍにわたり積み上げられた

被災家屋からのごみ出し

住宅地や道路脇などに積み上げられた
災害廃棄物

　真備地区では、浸水が解消した直後から住宅地や道路脇などに
大量の災害廃棄物が積み上げられた。道路脇や高架下のスペース
など街中に集積された災害廃棄物は、真備地区に開設した一次仮
置場に搬入後、生活圏から離れた二次仮置場へと順次搬送し、適
正に管理しながら、市の処理施設のほか民間の処理施設を活用し
て処理を進めた。
　今回の災害の規模は甚大であり、平常時の一般廃棄物処理体制
で処理を行うことは困難であったため、災害廃棄物の処分などの
業務の一部を県に事務委託して処理を進めた。

街中の空いたスペースに排出されたごみ 自衛隊などによる撤去

●処理施設●二次仮置場（中間処理）●一次仮置場（被災地・被災地外）●被災地

一次仮置場（真備東中学校） 水島に開設した二次仮置場
（保管・中間処理）

二次仮置場に設置した中間処理施設

1災害廃棄物処理の流れ

一次仮置場（マービーふれあいセンター）
に積み上げられた災害廃棄物

国
道
４
８
６
号

国
道
４
８
６
号
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災害廃棄物の処理

7月10日には仮置場への搬入待ちで2kmを超える渋滞も発生した

　7月9日には家庭ごみの収集を再開し、道路脇等の災害廃
棄物の撤去を開始するとともに、吉備路クリーンセンター
に隣接する広場を仮置場として開設（真備地区内には計7
カ所の仮置場を開設）。7月13日からは自衛隊、岡山県建
設業協会倉敷支部や廃棄物処理業者による本格的な撤去支
援が始まり、多くの方々のご協力により、8月25日には街
中に排出された災害廃棄物の撤去がおおむね完了した。

　この災害で発生した災害廃棄物の量は約34万3,000㌧に
のぼり、市の一般廃棄物の発生量の2年分、真備地区の50
年分超に相当する量が発生した。
　これほどの量の災害廃棄物は、市の処理施設で一度に処
分できないため、被災者の生活圏から離れた二次仮置場で
保管しながら、市の処理施設のほか、民間の処理施設を積
極的に活用し、約1年11カ月かけて処理を完了した。

　8月6日に、半壊以上の被災建造物や民有地内に流入した
土砂等のうち、生活環境保全上の支障があるものについ
て、二次災害の防止および被災者の生活再建支援を図るこ
とを目的として、公費による解体・撤去および処分を行う
公費解体制度と、自ら被災建造物の解体・撤去等を実施し
た方に対する費用償還（自費解体）制度を創設した。

　平成30年7月豪雨災害の経験を踏まえ、倉敷市災害廃棄物処理計画を改定し、計画の基本方針の一つに官民連携
体制の強化を掲げ、市、民間事業者、ボランティア団体などの関係団体が一堂に会し、連携して初動対応にあたる
仕組みづくりに取り組んでいる。令和2年度からは、毎年官民連携会議を開催し、それぞれの役割を話し合いなが
ら、顔が見える関係づくりに取り組んでいる。

2災害廃棄物の撤去

3災害廃棄物の処分

4被災家屋等の解体撤去への支援

5災害後の取り組みについて

平成30年７月８日 浸水が解消した地域から順次片付けが始まる
年月日 内容

平成30年７月9日 道路脇等の災害廃棄物の撤去開始
平成30年７月13日 自衛隊などによる本格的な撤去支援開始
平成30年8月25日 街中の災害廃棄物撤去をおおむね完了
令和2年5月23日 全ての災害廃棄物処理を完了（公費解体全件終了）

■災害廃棄物処理の経緯

公費解体

自費解体

合計

解体内訳 （  ）は構成比率
全壊
1,252

（89.8%）
85

（6.1%）
57

（4.1%）

1,141
（94.4%）

28
（2.3%）

40
（3.3%）

2,393
（91.9%）

113
（4.4%）

97
（3.7%）

大規模半壊 半壊
件数

1,394

1,209

2,603

■公費・自費解体の実績

令和2年度

令和4年度

官民連携体制を想定した初動マニュアルの策定
年度 内容

官民連携による災害廃棄物処理ハンドブックの作成
官民連携による仮置場設置訓練
産業資源循環協会倉敷支部・倉敷南支部との協定締結
官民連携による図上訓練
倉敷一般廃棄物収集運搬業連絡協議会との協定締結

■むすびつきを強めるためのこれまでの取り組み

市

民間 ボラ

共通の目的をもって連携し合う
つながり・やくわり・むすびつき

官民連携体制の強化

平常時からの官民連携体
制の構築を図り、発災直後
から関係団体が一堂に会
し、連携して初動対応にあ
たる仕組みを構築

■災害廃棄物の発生量

約343,000トン
■廃棄物排出量の比較（単位：トン）

［内訳］ ◎片付けごみ：約10万トン　◎解体廃棄物：約24万トン

159,470

市全体
（令和4年）

343,172

平成30年7月豪雨災害
廃棄物

6,310

真備地区
（令和4年）

市の一般廃棄物排出量
の２年分（真備地区の50
年分）超に相当する量
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まちを守る治水対策 ―復旧期―

復旧に向けて第2章

　真備地区では、小田川やその支流などで堤防が8カ所で決壊、7カ所で
一部損壊・損傷した。決壊箇所の緊急復旧工事は、発災後約1カ月で完
了、本復旧は翌年の出水期を控えた令和元年6月までに完了した。また、危
機管理型水位計の設置やダムの事前放流などに取り組んだ。 早期復旧のため24時間体制で作業

小田川と高馬川の決壊箇所

　真備地区内の高梁川水系小田川およびその支流であ
る末政川・高馬川・真谷川・大武谷川において、8カ
所で堤防が決壊、7カ所で一部損壊・損傷となった。

1真備地区の被災状況

　堤防決壊箇所の緊急復旧工事（仮復旧）は、国管理の小田川が7月21日までに、県管理の末政川・高馬川・真谷
川が8月3日までに完了し、発災後約1カ月で全て完了した。その後、小田川の決壊箇所の本復旧工事が令和元年6月
14日までに、末政川・高馬川・真谷川の決壊箇所の改良復旧工事が同年9月6日までに完了した。（原形復旧は令和
元年6月12日に完了）

2決壊箇所の復旧状況

小田川（国管理）および高馬川（県管理）

小田川決壊箇所：令和元年6月12日に本復旧完了
高馬川決壊箇所：令和元年6月28日に改良復旧完了

末政川の決壊箇所

末政川（県管理）

令和元年9月6日に改良復旧完了

■真備地区浸水状況

高
梁
川

高
梁
川

高
馬
川

高
馬
川

真
谷
川

真
谷
川

大
武
谷
川

大
武
谷
川 末

政
川

末
政
川
小田川小田川小田川小田川

小田川と内山谷川の合流点の堤防決壊状況＝７月７日、真備町尾崎

浸水区域（推定）
決壊箇所（国）2カ所
一部損壊等（国）6カ所

決壊箇所（県）6カ所
一部損壊等（県）1カ所

小田川
高馬川

小田川

高馬川

末政川末政川

A
A

背
谷
川

背
谷
川

内
山
谷
川

内
山
谷
川

小田川小田川
内山谷川内山谷川
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まちを守る治水対策 ―復旧期―

　平成30年7月豪雨災害を受けて、平成30年12月には、高梁川流
域の倉敷市、総社市、高梁市、新見市の4市長で、上流のダム管
理者に対して、大雨が予想される場合にあらかじめダムの水位
を下げる事前放流等の実施を強く要請し、令和元年度から一部
のダムで「ダムの事前放流」が開始された。令和2年度からは高
梁川水系治水協定（令和2年5月29日締結）に基づき、上流の20
ダムにおいて事前放流や期間別に貯水位を低下させる運用が実
施されている。

4高梁川上流のダムの事前放流

真谷川の決壊箇所 令和元年６月２８日に改良復旧完了

真谷川（県管理）

1

2

3

4

5

河川名 管理者 所在地

小田川 国

倉敷市真備町箭田

倉敷市真備町尾崎

倉敷市真備町有井

平成30年7月15日（荒締切盛土）
平成30年7月21日（鋼矢板二重締切堤防）

被害延長

左岸100m 令和元年6月12日

県

左岸  40m

左岸110m

右岸150m

左岸  20m

右岸  55m

平成30年7月15日（荒締切盛土）
平成30年7月19日（鋼矢板二重締切堤防）

令和元年6月12日（原形復旧）
令和元年6月28日（改良復旧）

令和元年6月12日（原形復旧）
令和元年9月6日（改良復旧）

令和元年6月5日（原形復旧）
令和元年6月28日（改良復旧）

平成30年8月3日

左岸  50m

倉敷市真備町箭田

倉敷市真備町服部 左岸  75m

令和元年6月14日

緊急復旧完了 本復旧完了

末政川

6

7
高馬川

8 真谷川

■決壊した河川の復旧状況

水位低下目標水位

最低水位

満水位
洪水吐
ゲート

ダム

発電所

■事前放流のイメージ

真谷川

真谷川

　当時、小田川の水位は高梁川と小田川の合流点か
ら約13km上流の水位計でしか確認出来なかったた
め、国・県に対し危機管理型水位計の早期設置を強
く要請し、各管理河川において9カ所設置され、8月
6日までに運用を開始した。また、既存の河川監視
カメラ3基に加え、令和元年度に簡易型河川監視カ
メラを国が6基、県が3基増設した。

3危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの設置
■設置箇所

危機管理型水位計
簡易型カメラ増設箇所（国）
簡易型カメラ増設箇所（県）
通常水位計
河川カメラ

小田川とその支川の危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ

小田川小田川

真
谷
川

真
谷
川

末
政
川
末
政
川

高馬川
高馬川

大
武
谷
川

大
武
谷
川

内
山
谷
川

内
山
谷
川

背
谷
川

背
谷
川
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被災箇所

47カ所

被災状況
表土流出、
法面崩壊など

高梁川真備川辺ふれあい広場、
グリーンパーク真備など

公園名

令和2年3月　復旧完了
復旧状況

■公園の復旧状況

落橋・道路損壊
70カ所

土砂流入
20カ所 2カ所 5カ所

倒木 その他
97カ所
計

令和元年5月
令和2年8月末
令和4年8月

土砂撤去完了
改良復旧中の3路線を除いて復旧完了
全ての復旧完了

復旧状況

■道路の復旧状況

市真備支所が被災したため、未集計の箇所あり

護岸損壊
2カ所

河川名
黒谷川、福原谷川

平成31年3月　土砂撤去完了
令和2年3月  　復旧完了

復旧状況

■河川の復旧状況
表土が流出した河川敷の公園（高梁川真備川辺ふれあい広場）

冠水した真備浄水場の中央監視室

浸水深
2.62m

公共土木施設等の復旧
復旧に向けて第2章

　堤防の決壊により、市が管理する道路、河川、公園の土木施設等も被害
を受けた。上水道施設は真備地区全域の約8,900戸で断水したが、7月24
日までに全域で断水を解除した。下水道施設も汚水処理機能が停止した
が、応急復旧を経て、令和元年11月末に通常運転を再開した。 露出した水道管

　土木施設は、堤防の決壊に伴う浸水により、広範囲
にわたって損壊や土砂が流入するなど、各所で深刻な
被害が発生した。特に、堤防の決壊箇所付近では、落
橋や道路損壊などにより通行止めとなり、市民生活に
多大な影響を及ぼした。道路の災害復旧工事は、令和
2年8月までにおおむね復旧が完了した。残っていた3
路線については、被災前より道路の幅員を広げるな
ど、令和4年8月に全ての復旧が完了した。

1土木施設

被災前よりも道路を拡幅して復旧した市道有井6号線（真備町有井）

　上水道施設は、真備浄水場の浸水による機能喪失や送水管の破損
等により、真備地区全域の約8,900戸で断水が発生した。そのた
め、自衛隊や被災時の応援協定を結ぶ委託業者などにより、給水車
による応急給水を実施した。7月9日からは、一部地域において摂取
制限を伴う試験通水を開始し、12日からは小田川南側全域に、14日
からは小田川北側全域に試験通水を拡大し、猛暑の中で住宅の片付
けを行う被災者の熱中症予防、衛生状態の確保のほか、住宅の清掃
等に利用された。被災時の水道応急措置に関する協定を結ぶ協同組
合倉敷市管事業協会など管工事組合からの応援もあり、7月24日に
は真備地区全域で断水を解除できた。

2上水道施設

末
政
川

末
政
川

河川の決壊により落下した橋や損壊した道路（真備町有井）

末政川末政川
市
道
有
井
６
号
線

市
道
有
井
６
号
線
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自衛隊による給水支援

水没した真備浄化センター

天井まで浸水した真備浄化センター内部の様子

　災害発生直後から被災者、ボラン
ティアなどから仮設トイレの設置要望
が多くあり、7月11日から真備地区内の
公共用地などに設置を開始し、7月18日
までに43カ所に169基を設置した。ま
た、静岡県富士市提供の水洗トイレを
載せた移動式の「トイレトレーラー」
を小学校の敷地内に設置するなど、避
難所の環境改善に取り組んだ。

仮設トイレ等の対応

平成30年７月10日

対応状況

仮設電源により、緊急的に真備浄化センター
の放流を開始

平成30年７月12日
仮設電源により、マンホールポンプの運転を開
始。箭田川南浄化センターの応急復旧完了

平成30年７月19日 管路清掃完了

平成30年11月５日 真備浄化センター応急復旧完了

平成31年２月22日 箭田川南浄化センター本復旧完了

令和元年5月30日 マンホールポンプ本復旧完了

令和元年11月29日 真備浄化センター本復旧完了

■下水道施設の復旧状況

公共土木施設等の復旧

　下水道施設は、決壊した小田川堤防に近接する処
理場（真備浄化センター・箭田川南浄化センター）
が最大約4ｍ浸水し、汚水処理機能が完全に停止し
た。発災から3日が経過した7月10日には、仮設電源
により、緊急的に真備浄化センターの放流を開始す
るなど、処理場の復旧に向けた対策を行った。その
後、応急復旧による放流を経て、平成31年2月22日に
箭田川南浄化センターが、令和元年11月29日に発災
から約1年5カ月を経て真備浄化センターが本復旧
し、通常運転を開始した。

3下水道施設

真備浄水場等

被害
状況 平成30年7月7日

機能停止
［井戸］浸水により使用不能
［取水・浄水・送配水設備］
浸水により破損

送・配水管等

送・配水管の破損

仕切弁・空気弁の破損

給水管の破損

11カ所

13カ所

70カ所

復旧
対応

被害
状況

復旧
対応

平成30年12月末日

平成30年10月22日

全復旧

取水・浄水・送配水機能回復

令和3年3月

平成30年7月24日

全ての施設の復旧が完了

真備地区全域で断水解除

■上水道施設の復旧状況

仮設トイレの設置状況 避難所となった小学校に設置したトイレトレーラー
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市第6次総合計画・
市都市計画マスタープラン等

真備地区復興計画
復旧に向けて第2章

　市は被災した真備地区の復興に向け、基本理念を「豊かな自然と歴史・
文化を未来へつなぐ真備～安心・きずな・育みのまち～」とする、真備地区
復興計画（平成31年度～令和5年度）を平成31年3月に策定し、計画に基
づく事業を推進した。 災害後に初めて開催した住民説明会「真備地

区復興懇談会」。真備地区の全7地区で開催
した＝平成30年11月

　平成30年7月豪雨により甚大な被害が生じた真備地区
で、被災した住民が一日も早く落ち着いた生活を取り戻
し、真備地区外で仮住まいをされている人が真備に戻り、
安心して暮らせるように将来にわたって安全・安心なまち
づくりを進める必要がある。また、豊かな自然と歴史･文
化に包まれた真備として再生・発展していくためには、住
民と行政などが協働して復旧・復興に向けて取り組んでい
くことが大切である。このことから、復興に向けた基本理
念や基本方針を定めるとともに、今後取り組むべき主要な
施策をまとめた真備地区復興ビジョンを12月に策定し、そ
の後、具体的な取り組みや事業期間を示した復興への道筋
となる真備地区復興計画を平成31年3月に策定した。

　本計画では、平成31年度から令和5年度までのおおむね5
年後の姿を見据えながら、復旧や再生に向けた取り組みを
段階的かつ着実に進めることとした。また、復旧・再生に
関する取り組みに限らず、より長期的な将来を見据えた創
造的な新しいまちづくりを推進するなど、「復旧しなが
ら、再生を図り、再生しながらより良い地域を創造してい
く」ことを目指して取り組んできた。（復旧期／～令和2
年度、再生期／令和3～5年度、創造期／令和6年度～）

　真備地区では、市都市計画マスタープランの将来像で掲げる「豊かな自然と
歴史・文化に包まれたまち・真備」をテーマに、吉備の史跡等の多彩な歴史・
文化的資源や、水と緑豊かな自然環境等、自然や文化と調和した、快適な生活
を送れるまちづくりを目指してきた。このようなまちづくりの考え方や復興に
向けた人々の思いを踏まえ、基本理念と基本方針を定めた。

1計画の概要

2復興に向けた基本理念・基本方針

■計画策定の趣旨

■計画期間

基本理念

豊かな自然と歴史・文化を
未来へつなぐ真備

～安心・きずな・育みのまち～

経験を活かした
災害に強いまちづくり

みんなで住み続けられる
まちづくり

産業の再興による
活力あるまちづくり

地域資源の魅力を
のばすまちづくり

復旧期

●真備緊急治水対策
　プロジェクトの推進
●防災・減災体制づくり、
　流域治水の推進、
　防災拠点の整備など

●被災者の生活支援・見守り
●住まいの再建支援や
　災害公営住宅の整備
●学校園、公共施設などの復旧

●農業の復旧、営農に向けた助成
●事業所の再建や
　交流活動の開催支援
●まちのにぎわいの創出

●川を感じ楽しめる空間づくり
　（小田川かわまちづくり）
●地域の観光資源を
　活用したPR活動

●真備緊急治水対策
　プロジェクトの推進
●防災・減災体制づくり、
　流域治水の推進、
　防災拠点の整備など

基本方針1 基本方針2 基本方針3 基本方針4

●被災者の生活支援・見守り
●住まいの再建支援や
　災害公営住宅の整備
●学校園、公共施設などの復旧

●農業の復旧、営農に向けた助成
●事業所の再建や
　交流活動の開催支援
●まちのにぎわいの創出

●川を感じ楽しめる空間づくり
　（小田川かわまちづくり）
●地域の観光資源を
　活用したPR活動

●地域コミュニティーの活性化　●復興の情報発信●地域コミュニティーの活性化　●復興の情報発信基本方針5 支え合いと協働によるまちづくり

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度～
（2024年度～）

▶安定した生活の確保
▶安心して暮らせる住まいの確保
▶公共施設・産業基盤等の復旧

再生期
▶復興に向けた生活・
　産業基盤等の強化
▶ハード・ソフト両面からの
　防災力の向上

創造期

復興期間

真備緊急治水対策【国土交通省・岡山県・倉敷市】
（小田川合流点付替え事業、堤防強化 など）

▶更なる発展に
　向けた地域の
　創造

市真備地区復興計画策定委員会

真備地区復興計画

基本理念
基本方針

主要な施策主要な施策

具体的な取り組み・事業期間
（個別の施策・事業）

具体的な取り組み・事業期間
（個別の施策・事業）

（平成31年3月25日策定）

真備地区
復興ビジョン

国・県・学
識
経
験
者

（
大
学
な
ど
）

連携
支援

意見
提案

連携・整合

地
域
住
民

●
真
備
地
区
復
興
懇
談
会

●
住
民
意
向
調
査

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（平成30年
12月策定）
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　計画の策定にあたっては、住民の意見を計画の検討に反映させるため、真備地区の7つの地区ごとに真備地区復
興懇談会（以下、復興懇談会）を開催し、そのすべてに市長が出席して説明や意見交換を行った。
　また、住民自治組織の代表である7地区のまちづくり推進協議会、高齢者・障がい者・福祉・農業・商工業など
の公共的団体の代表や学識経験者で構成する「倉敷市真備地区復興計画策定委員会」（委員長・三村聡岡山大学地
域総合研究センター長）を設置し、復興計画について検討を行った。
　さらに、真備地区復興計画（素案）に対するパブリックコメントを実施するなど、多くの方々からの意見を踏ま
えながら計画策定を進めた。

真備地区復興計画

4復興計画の推進に向けて

3計画策定の経過

復興計画策定委員会＝平成31年3月18日

計画の策定にあたり、市長が出席して真備地区復興
懇談会を開催＝平成31年1月14日

復興懇談会で手を挙げる参加者＝令和５年９月23日 復興計画推進委員会＝令和５年10月13日

　復興計画の推進に向けては、復興の取り組み状況を住民に説明するための復興懇談会を令和5年度まで毎年開催
し、延べ約1,200人が参加した。また、計画の進ちょく状況や復興の段階に応じた新たな取り組みに対する意見を
伺うため、「倉敷市真備地区復興計画推進委員会」を設置し、計画に基づいて事業を着実に推進した。

■計画策定に向けた市民参加
実施日 参加人数

第1回
復興懇談会

第2回
復興懇談会

パブリックコメント

復興ビジョン
説明会

平成30年11月3日（①二万地区、②岡田地区）
平成30年11月４日（①呉妹地区、②薗地区、③箭田地区）
平成30年11月10日（①服部地区、②川辺地区）
平成31年1月14日
（全地区住民対象 午前・午後各１回）

平成31年1月18日（全地区住民対象）
平成31年1月20日（全地区住民対象）

約500人

約240人

平成31年2月8日～3月4日 433人

約170人

・復旧・復興に向けたまちの課題について
・復興計画策定の目的・構成・スケジュールについて

・真備地区復興ビジョン（案）について

主な議題実施日

平成30年11月21日
（第1回策定委員会）

平成30年12月20日
（第2回策定委員会）

■真備地区復興計画の策定経過

・真備地区復興ビジョンの策定・公表

・復興計画策定に向けた調査の実施結果（速報）について
・真備地区復興計画（素案）について

・真備地区復興計画（案）について

平成30年12月27日

平成31年1月30日
（第3回策定委員会）

平成31年3月18日
（第4回策定委員会）

・倉敷市真備地区復興計画策定委員会からの答申平成31年3月20日
・真備地区復興計画の策定・公表平成31年3月25日

復興計画の詳細は、「真備地区復興計画」をご参照ください
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真
備
地
区
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
平

成
30
年
７
月
の
西
日
本
豪
雨
。
令
和
６
年
３
月

ま
で
に
、
小
田
川
と
高
梁
川
の
合
流
点
付
け
替

え
、
決
壊
し
た
堤
防
の
拡
幅
や
か
さ
上
げ
と

い
っ
た
国
と
岡
山
県
、
倉
敷
市
に
よ
る
大
規
模

な
治
水
対
策
事
業
が
完
了
し
ま
し
た
。
同
年
７

月
に
は
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
ま
び
ふ
れ

あ
い
公
園
」
が
完
成
、
発
災
か
ら
６
年
で
流
域

の
安
全
性
を
高
め
る
ハ
ー
ド
事
業
が
終
結
し
、

大
き
な
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　

指
針
と
な
っ
た
の
は
、
「
真
備
地
区
復
興
計

画
」
（
平
成
31
〜
令
和
５
年
度
）
で
す
。
計
画

の
策
定
委
員
会
委
員
長
と
し
て
、
復
興
懇
談
会

で
の
意
見
や
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
を
踏

ま
え
、
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。
基
本
方
針

と
し
て
、
「
経
験
を
活
か
し
た
災
害
に
強
い
ま

ち
づ
く
り
」
「
支
え
合
い
と
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
」
な
ど
５
つ
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
策
定

後
は
、
推
進
委
員
会
委
員
長
と
し
て
計
画
の
着

実
な
実
現
と
、
状
況
を
踏
ま
え
た
復
興
計
画
の

見
直
し
も
検
討
し
ま
し
た
。

　

委
員
は
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
各
地
区

会
長
や
学
識
経
験
者
ら
。
私
は
定
期
的
に
現
地

へ
赴
き
、
飲
食
店
や
コ
ン
ビ
ニ
、
家
屋
の
片
付

け
な
ど
復
旧
状
況
を
見
聞
き
し
て
回
り
ま
し

た
。
住
民
の
意
見
や
要
望
を
第
一
に
、
そ
れ
ぞ

れ
関
係
団
体
と
協
議
、
調
整
し
な
が
ら
計
画
の

推
進
に
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
。

　

イ
ン
フ
ラ
整
備
が
一
区
切
り
し
、
今
後
は
ソ

フ
ト
面
を
充
実
さ
せ
、
持
続
可
能
な
ま
ち
を
つ

く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
真
備
地

区
の
人
口
は
、
災
害
前
よ
り
１
割
減
少
し
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
影
響
も
あ
り
、
復
興

の
推
進
力
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
希
薄
化

が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。
国
や
自
治
体
と
い
っ

た
「
公
」
、
民
間
事
業
者
や
市
民
ら
「
民
」

が
地
域
の
歴
史
や
文
化
、
自
然
環
境
を
生
か

し
な
が
ら
、
積
み
上
げ
て
き
た
経
験
と
知
恵

を
出
し
合
い
、
協
働
で
ま
ち
を
つ
く
り
あ
げ

る
「
地
域
共
創
」
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

そ
し
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
災
害
を
風
化

さ
せ
な
い
こ
と
。
災
害
時
に
自
力
で
逃
げ
る
こ

と
が
困
難
な
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
支
援
を
ど

う
進
め
る
か
。
尊
い
犠
牲
を
払
っ
た
こ
の
災
害

を
教
訓
に
、
自
助
、
共
助
、
公
助
の
連
携
を
充

実
さ
せ
、
住
民
が
命
を
守
る
意
識
を
持
ち
、
災

害
時
に
自
ら
判
断
し
て
避
難
行
動
を
取
れ
る

よ
う
、
防
災
力
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

倉敷市真備地区復興計画推進委員会であいさつする三村さん＝令和元年11月

　みむら・さとし　トヨタ自
動車研究所、愛知学泉
大学を経て岡山大学地
域総合研究センター担当
教授として着任。２０２３年
から岡山大学副理事およ
び副学長。専門は協同組
織金融とコミュニティー政
策。１９５９年生まれ。

真備復興記念シンポジウムのパネルディスカッションでコーディネーターをする
三村さん（左端）＝令和５年８月

「
地
域
共
創
」で
持
続
可
能
な
ま
ち
を

Interview

01

復
興
を
支
え
た
人
々倉

敷
市
真
備
地
区
復
興
計
画
策
定・推
進
委
員
会
委
員
長

岡
山
大
学
副
学
長（
ロ
ー
カ
ル・エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
担
当
）
三
村 

聡
さ
ん

完成した災害公営住宅「川辺団地」で、オープニングセレモニーに
参加していた学生と記念撮影＝令和３年3月

第
１
章

第
２
章

第
３
章

34



　市真備支え合いセンターは、被災者の孤立防止のための見守りや、日常生活上の相談支援・生活支援と、住民
同士の交流の機会の提供を目的に、被災した全世帯（約5,800世帯）を対象として相談員（社会福祉士）5人、見
守り連絡員（2人1組で被災世帯を訪問）30数人、相談支援員（障がい者のいる世帯や経済的な不安を抱える世帯 
を専門）2人を中心に、最大約50人体制で運営した。
 個別訪問は、住まいの再建後も生活面や経済面で課題・不安が残る世帯を中心に継続したが、仮設住宅入居者の
減少に伴い、訪問世帯数も徐々に減り、活動開始から1年半後の令和2年3月末時点で、当初の半数（約2,900世帯）
となった。3年半後の令和4年3月末には100世帯を下回るなど、再建が進んでいった。
　被災者の見守りは、延べ約4万7,910世帯を訪問し、定期的な
訪問は令和6年3月31日で終了したが、現在も市真備支え合いセ
ンターによる相談受け付けは継続している。

被災者の見守り
復旧に向けて第2章

　10月1日に仮設住宅等の個別訪問等を行う「倉敷市真備支え合いセン
ター」を設立し、延べ約4万7，910世帯の「被災者見守り・相談支援等事
業」を行った。

個別訪問の様子

　絵手紙が届くとお礼の連絡をくれる人や、訪問すると玄関先
に飾ってくれている人など、絵手紙を通じてたくさんの交流が
生まれた。

季節ごとに年4回程度、全被災世帯に送付した絵手紙

　

被
災
者
の
生
活
再
建
を
お
手
伝
い
す
る
「
市

真
備
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
」
の
立
ち
上
げ
に
携

わ
り
ま
し
た
。
被
災
し
た
住
宅
を
は
じ
め
、
建

設
型
仮
設
住
宅
や
み
な
し
仮
設
住
宅
を
１
軒
１

軒
訪
問
。
被
災
者
の
困
り
事
や
不
安
を
聞
い
た

上
で
支
援
制
度
を
紹
介
し
、
必
要
な
場
合
は
何

十
回
も
訪
ね
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち

に
不
満
や
不
安
を
ぶ
つ
け
た
後
に
「
ご
め
ん

ね
」
と
謝
る
住
民
も
お
り
、
や
る
せ
な
さ
は
察

す
る
に
余
り
あ
り
ま
す
。

　

発
災
か
ら
１
年
後
、
被
災
者
へ
絵
手
紙
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
添
え
て
送
っ
た
と
こ
ろ
、
大
き

な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
「
お
か
げ
さ
ま
で
元

気
に
し
て
い
ま
す
」
「
気
に
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
」
と
お
礼
の
電
話
や
手
紙
を

く
れ
る
人
も
お
り
、
そ
の
後
も
年
４
回
、
四
季

折
々
の
絵
を
届
け
て
い
ま
し
た
。

　

事
業
を
通
じ
て
再
認
識
し
た
の
は
、
住
民
の

地
元
へ
の
愛
着
。
住
み
慣
れ
た
わ
が
家
を
離
れ

た
避
難
者
か
ら
「
必
ず
真
備
に
戻
る
」
と
い
う

言
葉
を
何
度
も
聞
き
ま
し
た
。
真
備
に
息
づ
く

世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り―

。
こ
の
固
い
絆
が

倉
敷
市
全
体
に
波
及
す
る
こ
と
で
、
災
害
に
負

け
な
い
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
が・ま
さ
ひ
ろ　
１
９
９
７
年
に
入
職
し
、福
祉

サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
事
業
な
ど
に
従
事
。発
災
直
後

は
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
と

し
て
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た
。２
０
１
８
年
10
月
か
ら
24

年
３
月
ま
で
市
真
備
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
長
。１
９
７

４
年
生
ま
れ
。

固
い
絆
で
災
害
に
強
い
ま
ち
を

Interview

02

復
興
を
支
え
た
人
々

市真備支え合いセンターではコロナ禍でもマスクを持って訪問を継続（前
列左から5人目が佐賀さん）

倉
敷
市
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局

次
長
（
兼
）
地
域
福
祉
課
長

佐
賀 

雅
宏
さ
ん
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集会室

住まいの再建
復旧に向けて第2章

　真備地区では、住宅など約4，600棟が全壊した。発災後、被災世帯にア
ンケートを実施したところ、約8割が真備地区での再建を希望されたことか
ら、市は、災害公営住宅91戸の整備や被災高齢者向け住宅再建支援事
業などの住まいの再建に向けた支援策を展開した。 災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例・倉

敷市補助型）を活用して再建された住宅

　住まいの再建に向けた支援策を検討するため、発災から約5
カ月後に真備地区の被災世帯にアンケートを実施した。その結
果、約8割の住民が真備地区で住まいを再建する意向であり、
再建方法は自宅修繕が約4割、建て替えが約2割であった。ま
た、住まいの再建に向けた課題としては、「堤防強化・小田川
の付替えなどの進み具合」、「住宅の建替え・修繕のための資
金の不足」が多く挙げられた。

1住まいの再建に関する住民意向調査

　災害公営住宅の整備に向けては、「住まいの再建に関するア
ンケート」（平成30年12月、令和元年6月）などを実施し、整備
戸数や整備場所について検討を行い、地域コミュニティーや生
活利便性等に配慮した災害公営住宅を、令和3年3月15日までに
真備地区内の川辺・箭田・有井の3地区に計91戸整備した。
　被災当時、真備地区内の浸水時の避難場所は高台にある3つ
の小学校だけだったことから、整備にあたっては、周辺住民の
一時的な避難場所としても活用できる集会室を3階に配置し
て、外から見ても分かるように壁面の作りも工夫した。さら
に、建物の屋上も一時避難場所として利用できるようにした。

2災害公営住宅の整備

名称

川辺団地

整備戸数

40戸 令和3年2月

有井団地 20戸 令和3年3月

箭田南団地 31戸 令和3年3月

合計 91戸

完成

川辺団地（市営住宅と
一体的に整備）

有井団地 箭田南団地
屋上一時避難場所

実施期間：平成30年12月18日～平成31年1月10日　送付先：平成30年7月豪雨により真備町で被災した5,699世帯　回収数：3,336票（回収率：58.5％）

自宅を
建て替え
22.8%

自宅を修繕
44.2%新築・購入

6.1%

元の借家
0.9%

新たな借家 2.7%

市営（災害公営）
希望 4.7%

親族の家 1.7%

福祉施設等 0.6%

わからない・
検討中
12.2%

その他 4.0%

N＝3,264

■住まいの再建の見通し・希望

真備町
83.1%

倉敷市内
（真備以外）
9.3%

倉敷市外 5.7%
未定 1.9%

N＝3,238

■今後居住する予定・もしくは居住を希望する地域・地区

■住まいの再建に向けた課題

堤防強化・小田川の付替えなどの進み具合
住宅の建替え・修繕のための資金の不足

建替え・修繕の工事業者の不足
被災家屋の住宅ローンが残っていること
将来、自宅を引き継ぐ者がいないこと

被災家屋の片付け・清掃が進んでいないこと
公費解体の時期が見通せないこと

銀行等から融資を受けるのが難しいこと
借家の家賃、敷金等の支払いが難しいこと

適当な借家がないこと
住宅を建てるのに適当な土地がないこと

公共事業に伴う移転が必要なこと
その他

0 20 40 60 （%）

11.411.4
3.33.3
5.65.6
6.06.0
6.26.2
11.711.7
13.613.6
13.713.7
14.714.7
15.615.6

25.025.0
43.543.5

63.863.8

N＝3,336
（複数回答を含む）
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住まいの再建

　被災した住居の修繕および建て替え等による融資に対する利子補給であり、融資金額に対する年4%以内の利子
を補給する制度。利子補給対象額50万円以上300万円以下（令和6年3月31日受付終了）。

4住宅災害復旧等資金利子補給金 支給件数 531件

　被災した住宅の日常生活に欠くことのできない部分の修理を市が実施する制度。一世帯あたりの限度額は、58万
4,000円（令和元年12月受付終了）。

6被災住宅の応急修理制度 実施件数 1,033件

　県が仮設住宅に入居されていた世帯に対して、再建した自宅や民間賃貸住宅等への転居に必要な費用を助成。再建先へ
の引越に要する費用10万円、民間賃貸住宅へ入居する際に締結する賃貸借契約に伴う初期費用20万円。

7転居費用助成制度

　被災者向け住宅として登録済の真備地区の民間賃貸住宅を、災害公営住宅に抽選で入居できなかった被災者が借
りる場合、災害公営住宅並みの家賃低廉化を図るために貸主に対して助成。

5被災者向け民間賃貸住宅家賃助成制度 助成件数 15件

　

被
災
さ
れ
た
方
の
生
活
再
建
に
お
い
て
、
最

も
大
切
な
こ
と
は
住
ま
い
の
再
建
で
す
。
発
災

直
後
か
ら
、
お
お
む
ね
週
２
日
、
真
備
地
区
で

住
宅
金
融
支
援
機
構
が
提
供
す
る
、
被
災
さ
れ

た
60
歳
以
上
の
方
の
た
め
の
ロ
ー
ン
「
災
害
復

興
住
宅
融
資
（
高
齢
者
向
け
返
済
特
例
）
」
に

つ
い
て
窓
口
と
な
り
相
談
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
ロ
ー
ン
は
、
毎
月
の
支
払
い
は
利
息
の

み
で
、
元
金
は
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
、
相
続
人

か
ら
の
一
括
返
済
、
融
資
住
宅
お
よ
び
土
地
の

売
却
等
に
よ
り
返
済
い
た
だ
く
の
が
特
徴
で

す
。
さ
ら
に
、
平
成
31
年
度
か
ら
は
倉
敷
市
が

生
涯
に
わ
た
り
支
払
利
息
の
半
分
を
支
援
す
る

補
助
制
度
を
創
設
。
千
人
以
上
か
ら
相
談
を
受

け
、１
２
２
人
の
方
に
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
人
や
家
族
に
と
っ
て
最
善
の
住
宅
再
建
は

何
か
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
今
、
自
分
が

で
き
る
こ
と
は
何
か
。
目
の
前
の
一
人
一
人
に

向
き
合
い
、
話
を
聞
き
、
声
な
き
声
を
拾
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
を
提
案
し
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
、
被
災
さ
れ
た
方
の
お
役
に
立
ち

た
い
と
い
う
思
い
だ
け
で
し
た
。
い
つ
ま
で
も

真
備
で
健
や
か
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
お
た
に・ふ
み
こ　
１
９
７
７
年
、住
宅
金
融
支

援
機
構（
旧
住
宅
金
融
公
庫
）入
社
。災
害
発
生
後
、

倉
敷
市
で
、高
齢
者
向
け
返
済
特
例
だ
け
で
な
く
災

害
復
興
住
宅
融
資
全
般
の
相
談
員
と
し
て
活
躍
し

た
。コ
ロ
ナ
禍
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
相
談
に
応
じ

た
。２
０
２
２
年
に
退
職
。１
９
５
７
年
生
ま
れ
。

被
災
さ
れ
た
方
の

住
ま
い
の
再
建
を
支
援

Interview

03

復
興
を
支
え
た
人
々

元・住
宅
金
融
支
援
機
構
中
国
支
店
地
域
営
業
グ
ル
ー
プ  

青
谷 

文
子
さ
ん

災害復興住宅融資相談会で相談に応じる青谷さん＝令和元年6月、真備町

　60歳以上の被災された方々への住まいの再建支援として、市では、住宅金融支援機構が実施するリバースモー
ゲージ型融資制度を活用した支援策を創設した（融資額1,000万円まで）。令和6年3月末時点で、122世帯に利用さ
れるなど、住宅再建の選択肢の一つとして活用された（令和6年3月31日受付終了）。

3 災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例・倉敷市補助型）

本制度利用者に対するアンケートでは、この制度がなければ68％の方は持家再建を断念していたとの結果（「国立研究開発法人 建築研究所」が令和元年11月に実施）
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公共施設の復旧
復旧に向けて第2章

　真備地区では、25の公共施設が浸水被害を受けた。市は教育施設など
を中心に復旧を急ぎ、令和3年11月までに被災した全施設を復旧した。地
区のシンボルであるマービーふれあいセンターも改修を終え、同年6月から業
務を再開し、地域活性化の役割を担っている。 水没したまきびの里保育園

　市真備支所は2階の床下まで浸水し、地区内最大の公共施設
であるマービーふれあいセンターも浸水により多くの設備機
能を消失するなど、数多くの公共施設が被災した。市では、
住民の生活に必要となる公共施設の復旧を急ぎ、令和元年度
までに学校や公民館など19施設の復旧が完了した。令和3年11
月には、まきびの里保育園が新園舎で再開したことにより、
被災した25施設全ての復旧が完了した。
　被災した学校の復旧にあたっては、児童が転校する必要がな
いように、プレハブ校舎を建設して戻るまでの間は、学校ご
と市内の他地区の学校の教室を借りて授業を行う、いわば学
校まるごと疎開方針をとることとした。これに伴い、避難所
や仮設住宅等から通学するためのスクールバスを運行した。

スクールバスで登校する児童 学校園は9月から市内他地区の校舎等で再開 復旧が完了し、元の場所で授業を再開した川辺小学校

■公共施設の再開時期
施設再開時期

真備健康福祉館
（まびいきいきプラザ）令和3年2月

救助ボートから見る浸水した市真備支所

再開した真備健康福祉館（まびいきい
きプラザ）

再開した真備図書館市真備支所の2階で一部業務を再開

再開したまきびの里保育園

真備公民館災害後も部分的に使用
（本復旧は令和元年7月）

箭田分館、川辺分館、
岡田分館、辻田分館、
呉妹分館、服部分館

平成30年12月より順次
（全ての施設の本復旧は
令和元年12月）

川辺幼稚園、箭田幼稚園令和2年2月

箭田小学校令和2年2月

真備中学校令和2年3月

マービーふれあいセンター令和3年6月

箭田児童クラブ令和2年2月

真備児童館令和2年3月

真備図書館令和3年1月

まきびの里保育園令和3年11月

玉島消防署真備分署令和元年7月
川辺児童クラブ令和2年1月
川辺小学校令和2年1月

真備人権ふれあい館令和2年9月

真備柔剣道場令和3年8月

真備陵南高校平成30年10月より順次
平成30年10月より順次 真備東中学校

市真備支所平成30年8月より順次
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公共施設の復旧

　真備地区最大の公共施設であるマービーふれあ
いセンターは、1階が水没し（浸水深約3.5m）、
電源設備、移動観覧席、大半の舞台専用設備の機
能が消失した。被災後は、広大な駐車場を災害廃
棄物の仮置場として利用した後、令和2年2月から
復旧工事を開始し、令和3年5月に復旧が完了し
た。6月24日には再開を記念した式典を実施し、6
月28日から約3年ぶりに業務を再開した。再開後
の施設では、災害復興関連イベントのほか、市内
外の団体が多くの公演・行事を開催し、被災後の
地域の活性化の一翼を担っている。

　真備地区のシンボル　マービーふれあいセンターの復旧

浸水深は約3.5m（1階天井
超）に達した

災害後、新たに始めたロビー
コンサート。毎回多くの聴衆
でにぎわっている

明るい色調で復旧した竹
ホール（９９６席）

復旧したマービーふれあいセンター

■復旧の流れ

平成30年7月10日
～12月26日

駐車場を災害廃棄物
の仮置場として使用

令和2年2月20日 災害復旧工事に着手

令和3年5月14日 復旧完了

令和3年6月24日 開館式典開催

令和3年6月28日 一般利用を再開

　

あ
の
日
、
水
に
浸
か
っ
て
し
ま
っ
た
川
辺
小

学
校
の
近
く
の
堤
防
で
、
児
童
が
ボ
ー
ト
で
救

出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。
被
災
後
、
船
穂
地
区
の
柳
井
原
小
学
校

に
職
員
室
機
能
を
置
き
、
職
員
が
手
分
け
し
て

児
童
全
員
の
無
事
を
確
認
。
２
学
期
か
ら
水
島

地
区
の
連
島
東
小
学
校
・
幼
稚
園
に
教
室
を
間

借
り
し
た
の
ち
、
真
備
町
内
の
薗
小
学
校
の
運

動
場
に
設
け
た
仮
校
舎
で
１
年
２
カ
月
過
ご
し

ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
へ
の
心
の
ケ
ア
で
は
、
兵
庫
県

震
災
・
学
校
支
援
チ
ー
ム
（
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
）
か

ら
助
言
を
も
ら
い
ま
し
た
。
最
初
は
「
も
う
安

全
だ
よ
」
と
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
に
主
眼
を

置
き
、
そ
の
後
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど

に
取
り
組
み
ま
し
た
。〝
水
〞を
連
想
さ
せ
る
海

事
研
修
は
中
止
し
ま
し
た
が
、
保
護
者
が
心
温

ま
る
イ
ベ
ン
ト
を
川
辺
小
学
校
で
開
い
た
卒
業

式
、
児
童
の
目
が
い
つ
も
以
上
に
真
剣
だ
っ
た

運
動
会
は
、
い
ま
思
い
出
し
て
も
涙
が
出
そ
う

で
す
。

　

退
職
後
は
く
ら
し
き
ジ
ュ
ニ
ア
防
災
リ
ー

ダ
ー
養
成
講
座
で
災
害
の
歴
史
を
教
え
て
い
ま

す
。
今
後
は
公
民
館
長
と
し
て
、
幅
広
い
地
域

の
子
ど
も
が
集
え
る
イ
ベ
ン
ト
を
考
え
て
い
き

た
い
で
す
。

　

ほ
ん
だ
・
た
く
ろ
う　

１
９
８
３
年
に
小
学
校
教

諭
と
な
り
、真
備
地
区
で
は
二
万
、箭
田
、岡
田
の
各

小
学
校
で
教
鞭
を
執
り
、２
０
１
７
年
よ
り
４
年
間
、

川
辺
小
学
校
長
を
務
め
た
。退
職
後
の
21
年
４
月
か

ら
現
職
。１
９
６
１
年
生
ま
れ
。

幅
広
い
地
域
の
子
が
集
え
る
催
し
を

Interview

04

復
興
を
支
え
た
人
々

元・川
辺
小
学
校
長（
真
備
公
民
館
長
）  

本
多 

卓
郎
さ
ん

古地図を見て倉敷市の災害の歴史を学ぶ子どもたち

平成31年3月1日
～令和3年2月28日

駐車場に「復興商店
街」を設置
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上皇、上皇后両陛下への献上米

組紐（倉敷市特産品）

もち米

真備地区６小学校の児童が
描いた絵

箱（真備地区特産の竹の集成材製）
袋（倉敷帆布製）

うるち米

　市では、7月9日（真備地区は10日）から個別相談の受け付け
を開始、25日から被災農業者への支援制度説明会を開催、8月8
日には被災した農業用機械の再取得などの農業支援策の方針を
公表した。具体的な支援としては、被災した農業機械・ハウス
等の再購入・修繕を補助する被災農業者向け経営体育成支援事
業、被災した農地の堆積土砂撤去や表土の補充を行う農地災害
復旧事業などを行うとともに、国・県・農業協同組合（JA）
などの関係機関や多くのボランティアからの支援、被災農業者
の努力によって、翌年には浸水した水田の約9割で水稲の作付
けを再開し、ブドウにおいては全ての営農が再開された。
　また、真備地区の全6小学校では、復興への願い、そして、
ご支援をいただいた多くの皆さまへの感謝の気持ちを込め
て、田植えや稲刈り体験を実施し、およそ200人が参加した。
　収穫したお米は、豪雨災害後に真備地区をご訪問していただいた
上皇、上皇后両陛下への御礼として、献上した。

2営農再開に向けた取り組み

　水稲では地区の約7割にあたる約350㌶が冠水被害を受けるとともに多くの農業用機械が使用不能になり、特産品
であるブドウについても、約3㌶において冠水やハウスの倒壊などの被害を受けた。
　また、農地・農業用施設においては、約37㌶の農地で土砂流入や流出、水路においては約22kmで流出や土砂・
がれきによる埋没、24カ所の揚排水機場でも甚大な被害が発生した。
　被災した農業用施設については、令和4年3月までに全ての復旧を完了した。

1農業用施設等の被害

農業の再興
復旧に向けて第2章

　真備地区の主要産業である農業は、浸水による水稲や農地の冠水、ハウ
スの倒壊など甚大な被害を受けたが、営農再開に向けた取り組みにより、被
災翌年度には、被災前の水田の約9割で作付けを行うことが出来た。また、新
規就農者の確保・支援や、農業を核とした交流の促進にも取り組んでいる。 被災した水田

災害の翌年度に実施した地元小学生による田植えと稲刈
りの様子

堆積した土砂が固結した水田 倒壊したハウス

被災したトラクター 被災した排水機場

内容

被災農業者数

農作物等

農地（土砂堆積等）

水路

ため池

樋門

揚排水機場

頭首工

林地被害

450戸（推定）

373㌶

36.9㌶

21.6km

4カ所

8カ所

24カ所
（揚12、排12）

2カ所

2カ所

被害件数・面積

■農業用施設等の被害状況
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農業の再興

　真備地区への新規就農者の育成と定着を図る
ため、補助制度の活用による早期経営確立を支援
する取り組みや新規就農相談会等を開催。災害以
降、真備地区では13人の新規就農があり、新たな
地域の担い手としてその活躍が期待されている。

新規就農者の確保・支援

　真備地区では、豊かな農業資源を活用した農
業体験や農村観光など、農業を核とした交流の
促進を図っている。令和5年9月には、災害によ
り地域を離れざるをえなかった方や農業を楽し
みたい方の交流の場として、「やた体験型農
園」を開設。また、令和元年および令和6年11月
には生産者と消費者との交流イベントとして真
備地区で「くらしき農業まつり」を開催するな
ど、農業を核とした交流の促進を図っている。

農業を核とした交流の促進

　被災後に策定した「真備地区復興計画」との整合性を図るため、令和2年3月には「倉敷市農業振興ビジョン」（令和3年
9月策定）に先立ち、真備地区の地域特性や特産品（水稲、ブドウ、タケノコ等）等における現状や課題を整理し、特に力をい
れるべき施策（農地集積・集約化、高付加価値化、地産地消の推進等）について特記する「真備地区方針」を策定した。

倉敷市農業振興ビジョン「真備地区方針」の策定

新規就農相談会新・農業人フェア
（東京）の様子＝令和5年9月30日

真備ブドウの生産振興を目指す新規
就農者

体験型農園でのタマネギの植え付け
体験会の様子＝令和5年9月10日

多くの参加者でにぎわうくらしき農業
まつりの様子＝令和６年11月24日

　

小
田
川
の
決
壊
で
真
備
地
区
は
約
３
５
０
㌶

の
水
田
が
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
服
部
営
農
組

合
の
受
託
地
約
16
㌶
の
水
田
が
冠
水
。
泥
水
と

共
に
大
量
の
廃
材
や
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
な
ど
が
流

れ
込
み
、
「
２
、
３
年
は
コ
メ
を
作
れ
な
い
」

と
絶
望
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
組
合
員
10
人
で
復
旧
作
業
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
８
月
以
降
は
延
べ
４
０
０
人
以
上

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
田
ん
ぼ
の
ご
み
の
片
付

け
や
水
路
の
泥
か
き
に
協
力
し
て
く
れ
ま
し

た
。
「
地
域
の
農
業
を
立
て
直
し
た
い
」
一
心

で
復
旧
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
９
月
末
に
は
農

地
と
し
て
回
復
し
、
土
壌
調
査
を
受
け
て
麦
の

種
を
ま
く
決
断
を
し
ま
し
た
。
11
月
中
旬
に
８

㌶
の
麦
を
作
付
け
、
無
事
に
芽
が
出
た
と
き
は

「
こ
れ
で
復
活
で
き
る
」
と
、
将
来
の
希
望
を

感
じ
ま
し
た
。
翌
年
５
月
の
収
穫
期
に
は
、
例

年
以
上
の
豊
作
と
な
り
ま
し
た
。

　

地
区
で
は
被
災
の
影
響
や
高
齢
化
で
農
地
の

管
理
を
諦
め
た
人
か
ら
の
委
託
が
増
え
、
組
合

の
受
託
面
積
は
豪
雨
前
の
40
軒
分
約
16
㌶
か
ら

50
軒
分
約
18
・
５
㌶
に
増
加
。
今
後
も
地
元
か

ら
の
依
頼
に
応
え
、
地
域
の
農
業
を
守
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
し
て
、
支
援
し
て
く
れ
た
関
係
者

の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

み
ず
か
わ
・じ
つ
お　

合
繊
大
手
の
会
社
勤
務
を

経
て
、家
業
で
あ
る
農
業
に
従
事
。２
０
１
４
年
に
農

事
組
合
法
人・服
部
営
農
組
合
を
設
立
し
、代
表
を

務
め
る
。１
９
４
４
年
生
ま
れ
。

地
域
の
農
業
を
守
り
続
け
た
い

Interview

05

復
興
を
支
え
た
人
々

農
事
組
合
法
人・服
部
営
農
組
合
代
表  

水
川 

實
夫
さ
ん

服部営農組合が管理する農地を眺める水川さん
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地域企業の再興
復旧に向けて第2章

　真備地区の商工被害は501事業者、被害額は約138億円にのぼった。
公的支援として、「グループ補助金」、「小規模事業者持続化補助金」、
「緊急融資」、「事業継続奨励金」、「復興商店街の整備」などが行われ、
被災した事業者の約9割が事業を再開した。 被災翌年の平成31年4月には真備船穂商工

まつりを再開し、多くの参加者でにぎわった

　グループ補助金の活用では、真備船穂商工会が中心となって、「竹のまち真備町復興グループ」を立ち上げたこ
と等により、令和2年12月までに、被災した事業者の約9割が事業を再開した。また、市の「真備地区創業支援補助
金」の活用等により、被災により廃業した事業者数を上回る数の事業者が新たに創業した。なお、真備船穂商工会
の会員数は被災前の445から令和6年6月には506に増加している。

被災中小企業者に対し、市が設置・管理する仮設の「復興商店街」を整備 真備地区創業支援補助金（交付件数38件）などを活用し、多くの事業者が創業

　

被
災
当
時
、
私
は
真
備
船
穂
商
工
会
の
副
会

長
で
し
た
。
８
月
、
豪
雨
に
よ
っ
て
被
害
を
受

け
た
中
小
企
業
等
が
「
グ
ル
ー
プ
補
助
金
」

（
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補

助
事
業
）
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
複

数
の
中
小
企
業
等
で
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が

「
復
興
事
業
計
画
」
を
策
定
し
、
認
定
を
受
け

ら
れ
れ
ば
施
設
復
旧
等
の
費
用
の
一
部
を
補
助

し
て
も
ら
え
る
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、
申
請
に
は
細
か
い
条
件
が
あ
り
、

な
る
べ
く
分
か
り
や
す
い
も
の
に
す
る
た
め
、

当
時
の
会
長
と
相
談
し
て
合
同
説
明
会
を
開
く

こ
と
を
決
定
。
市
長
も
招
い
て
行
っ
た
合
同
説

明
会
に
は
、
約
３
０
０
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。

そ
し
て
「
竹
の
ま
ち
真
備
町
復
興
グ
ル
ー
プ
」

を
結
成
し
、
２
８
２
者
が
参
加
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
商
工
会
に
相
談
窓
口
を
設
け
る
と
共
に
、

国
・
県
・
市
や
金
融
機
関
の
職
員
に
各
者
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
ま

し
た
。
令
和
３
年
１
月
29
日
に
希
望
し
た
２
４

２
者
す
べ
て
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

た
と
き
に
は
、
し
み
じ
み
と
う
れ
し
く
、
肩
の

荷
が
下
り
ま
し
た
。

合
同
説
明
会
を
通
じ
事
業
再
興
へ

Interview

06

復
興
を
支
え
た
人
々

真備船穂商工会が企画したグループ補助金の合同説明会＝平成30年8月

　

な
か
や
ま
・
ま
さ
あ
き　

１
９
８
９
年
、有
限
会

社
テ
オ
リ
設
立
。98
年
よ
り
株
式
会
社
テ
オ
リ
に
組

織
変
更
。２
０
２
１
年
、取
締
役
会
長
に
就
任
。同
年

５
月
、真
備
船
穂
商
工
会
会
長
に
就
任
。１
９
５
４

年
生
ま
れ
。

株
式
会
社
テ
オ
リ
取
締
役
会
長

真
備
船
穂
商
工
会 

会
長

中
山 

正
明
さ
ん

中
山
氏
は
令
和
６
年
８
月
、逝
去
さ
れ
ま
し
た
。心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈

り
い
た
し
ま
す
。イ
ン
タ
ビ
ュー
は
同
年
７
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
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被
災
後
の
11
月
、
福
祉
と
医
療
関
係
者
が
集

ま
り
、
被
災
し
た
高
齢
者
や
障
が
い
者
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
「
お
互
い
さ
ま
セ
ン
タ
ー
ま
び
」

（
箭
田
地
区
）
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
仮
設
住

宅
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
車
や
バ
ス
で
の
移
動

が
難
し
く
な
っ
た
人
の
買
い
物
や
通
院
の
「
移

動
支
援
」
、
家
具
の
移
動
や
ご
み
捨
て
と
い
っ

た
「
生
活
支
援
」
を
行
い
ま
し
た
。

　

生
活
支
援
で
は
、
精
神
障
が
い
者
支
援
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
岡
山
マ
イ
ン
ド
「
こ
こ
ろ
」
の
作

業
所
を
利
用
す
る
人
も
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
汗
を

流
し
ま
し
た
。
令
和
４
年
４
月
末
の
終
了
ま
で

に
移
動
支
援
は
５
７
９
８
件
、
生
活
支
援
は
８

２
７
件
を
数
え
ま
し
た
。
活
動
の
中
で
、
「
助

け
て
」
が
言
え
ぬ
ま
ま
在
宅
避
難
し
か
で
き
な

か
っ
た
人
、
孤
立
し
た
人
た
ち
が
静
か
に
亡
く

な
る
場
面
に
も
何
度
か
出
合
い
ま
し
た
。

　

ハ
ー
ド
面
の
復
興
は
進
み
ま
し
た
が
、
今
後

は
こ
の
よ
う
な
「
小
さ
な
声
」
が
聞
こ
え
る
ま

ち
、
役
割
を
持
て
る
ま
ち
づ
く
り
で
復
興
を
目

指
し
た
い
。
「
大
き
な
声
」
の
人
が
「
小
さ
な

声
」
の
人
を
一
方
的
に
助
け
る
の
で
は
な
い
、

「
お
互
い
さ
ま
」
の
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
に

向
か
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
・
し
ん
じ　

精
神
科
・心
療
内
科
の「
ま
き
び
病

院
」の
相
談
員
を
経
て
、２
０
０
２
年
、精
神
障
が
い
者
の

自
立
を
支
援
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
岡
山
マ
イ
ン
ド「
こ
こ
ろ
」

を
設
立
。西
日
本
豪
雨
時
に
発
足
し
た「
お
互
い
さ
ま
セ
ン

タ
ー
ま
び
」を
運
営
す
る
一
般
社
団
法
人
お
互
い
さ
ま・ま

び
ラ
ボ
の
副
代
表
理
事
も
務
め
る
。１
９
６
０
年
生
ま
れ
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

岡
山
マ
イ
ン
ド「
こ
こ
ろ
」代
表
理
事

一
般
社
団
法
人
お
互
い
さ
ま・ま
び
ラ
ボ
副
代
表
理
事

多
田 

伸
志
さ
ん

豪雨災害後に「お互いさま・まびラボ」が発行した冊子「川と暮らす」
「雨のちどうする？ピンチのときの７つの心得」

「
お
互
い
さ
ま
」の
ま
ち
づ
く
り
を

Interview
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夫
の
祖
母
の
実
家
が
あ
っ
た
縁
で
平
成
５
年

に
真
備
に
開
店
し
、
豪
雨
が
起
き
た
平
成
30
年

は
25
周
年
で
し
た
。
被
災
前
は
い
つ
ま
で
続
け

ら
れ
る
か
、
引
き
際
を
探
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
し
た
中
、
豪
雨
に
遭
い
、
店
舗
も
自
宅
も
全

壊
し
ま
し
た
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
愛
媛
県
伊
予
郡
中
山
町
（
現

伊
予
市
）
は
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
通
っ
た
高

校
も
廃
校
に
な
り
、
故
郷
の
衰
退
ぶ
り
に
寂
し

さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
被
災
後
、
店
を
た
た

ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
真
備
の
子
ど
も
た
ち
の
ふ

る
さ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
の
思
い
が
芽

生
え
、
常
連
さ
ん
に
「
お
店
ど
う
す
る
ん
？
」

と
聞
か
れ
る
た
び
に
「
や
る
し
か
な
い
よ
！
」

と
答
え
て
い
ま
し
た
。

　

新
た
な
機
材
を
注
文
し
、
３
カ
月
後
の
10
月

７
日
、
以
前
と
同
じ
場
所
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
。
初
日
は
開
店
前
か
ら
長
い
行
列
が

で
き
、
初
め
て
の
光
景
に
び
っ
く
り
す
る
や

ら
、
う
れ
し
い
や
ら
。
か
わ
は
ら
に
行
け
ば
、

何
げ
な
い
日
常
の
話
が
で
き
、
共
感
し
合
え
る

人
に
会
え
る
。
そ
ん
な
人
と
人
を
つ
な
ぐ
場
所

に
な
れ
た
ら
い
い
な
。
商
売
を
通
じ
て
、
真
備

の
ま
ち
を
次
世
代
へ
つ
な
い
で
い
き
た
い
で

す
。

　

か
わ
は
ら・つ
や
こ　

結
婚
を
機
に
倉
敷
市
へ
。真

備
町
へ
の
出
店
を
機
に
、移
り
住
ん
だ
。夫
の
幸
男
さ

ん
と
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
。二
代
目
と
し
て
後
を

継
ぐ
の
は
、三
男
の
涼
さ
ん
。愛
媛
県
伊
予
郡
中
山

町
出
身
。１
９
６
７
年
生
ま
れ
。

お
店
を
通
じ
て
人
と
人
を
つ
な
ぐ

Interview

07

復
興
を
支
え
た
人
々

「
讃
岐
う
ど
ん 

か
わ
は
ら
」女
将  

川
原 

艶
子
さ
ん

リニューアルオープン後、諸事情で令和3年５月に移転再オープンした新店舗 第
１
章
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復旧に向けて第2章

平成30年7月豪雨災害 倉敷市追悼式
　災害により亡くなられた方々を追悼するとともに、今後の復興への誓いを
新たにするため、「平成30年7月豪雨災害 倉敷市追悼式」を、令和元年か
ら令和5年まで毎年7月6日に執り行った。

黙とうをささげる参列者

献花台に花を手向ける参列者本庁・市真備支所で受けた追悼のご記帳を献じる伊東市長

　式典には、ご遺族の皆さま、住民代表の皆さま、国・県・市の関係者など約350人が参列。開式後、亡くなられ
た方々の名前が読み上げられ、全員で黙とうをささげた。
　追悼式に引き続き、災害の記憶を後世に伝え、復興への誓いを新たにし、災害に強いまちづくりへの思いを共有
するため、市真備支所玄関前に建立した石碑「平成30年7月豪雨災害の碑」の除幕を行った。
　「平成30年7月豪雨災害 倉敷市追悼式」は、令和元年7月6日以降、令和5年まで毎年7月6日に執り行った。災害から
6年となる令和6年度は、7月6、7日に市真備支所に献花台・記帳所を設け、多くの方々が追悼の献花・記帳に訪れた。

「平成30年7月豪雨災害の碑」全文
多くの市民の皆さまが献花・記帳に訪れた
＝令和6年7月6日・7日、市真備支所

市真備支所玄関前に建立した石碑「平成30年7月豪雨災害の碑」の除幕
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